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 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 及 び 横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ２ 年 ７ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子   

横 浜 市 条 例 第 28 号  

   横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 及 び 横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例    

   の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 48 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 46 号  

 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ５ 条 第 ８ 項 中 「 左 欄 に 掲 げ る 横 浜 市 新 羽 地 域 ケ ア プ ラ ザ 及 び

横 浜 市 新 羽 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 」 を 「 右 欄

に 掲 げ る 担 任 事 務 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 指

定 管 理 者 選 定 委 員 会 （ 同 条 例 第 12 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者

選 定 委 員 会 を い う 。 ） 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 １ の １ の 表 中  

 「  

横浜市北山田地区センター         を  

               」  

 「  

横浜市北山田地区センター        
 に 改 め る 。  

横浜市都田地区センター         

               」  

  別 表 第 ２ の ２ 中  

 「  

横浜市新羽コミュニティハウス       横浜市新羽地域ケアプラザ        

                             」  

 を  

 「  

横浜市都田地区センター          横浜市都田地域ケアプラザ        

横浜市本郷地区センター          横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ     

横浜市新羽コミュニティハウス       横浜市新羽地域ケアプラザ        

                             」  

 に 改 め る 。  

  別 表 第 ３ 横 浜 市 都 筑 区 地 区 セ ン タ ー 及 び 横 浜 市 つ づ き 緑 寿 荘 指

定 管 理 者 選 定 委 員 会 の 項 中 「 所 在 す る 地 区 セ ン タ ー 」 の 次 に 「 （

横 浜 市 都 田 地 区 セ ン タ ー を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 表 横 浜 市 栄 区 地

区 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 の 項 中 「 所 在 す る 地 区 セ ン タ ー

」 の 次 に 「 （ 横 浜 市 本 郷 地 区 セ ン タ ー を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。  
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  別 表 第 ４ 会 議 室 の 項 中  

             「  

 

「 
  

150平方メートルを超え   

200平方メートル以下    
 

 
150平方メートルを超え   

200平方メートル以下    
 を   

200平方メートルを超え   

250平方メートル以下    
 に 、  

  
」  

 

250平方メートルを超え   

300平方メートル以下    
 

                       」  

         「  

「         920  

       920  を      1,150  に 改 め る 。  

  」      1,380  

               」  

 （ 横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例 （ 平 成 ３ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 30  

 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 １ 中  

 「  

横浜市新栄地域ケアプラザ          を  

                」  

 「  

横浜市新栄地域ケアプラザ         
 に 、  

横浜市都田地域ケアプラザ         

                」  

 「  

横浜市野七里地域ケアプラザ         を  

                」  

 「  

横浜市野七里地域ケアプラザ        
 に 改 め る 。  

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ      

                」  

  別 表 第 ３ 中  

 「 横 浜 市 た ま プ ラ ー ザ 地 域 ケ ア プ ラ ザ 」 を  

 「 横 浜 市 た ま プ ラ ー ザ 地 域 ケ ア プ ラ ザ  

  横 浜 市 都 田 地 域 ケ ア プ ラ ザ     」 に 、  

 「 横 浜 市 野 七 里 地 域 ケ ア プ ラ ザ 」 を  

 「 横 浜 市 野 七 里 地 域 ケ ア プ ラ ザ  

  横 浜 市 本 郷 台 駅 前 地 域 ケ ア プ ラ ザ 」 に 改 め る 。  
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  別 表 第 ４ に 次 の よ う に 加 え る 。  

横浜市都田地域ケアプラザ         横浜市都田地区センター          

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ      横浜市本郷地区センター          

  別 表 第 ５ 横 浜 市 都 筑 区 地 域 ケ ア プ ラ ザ 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 の

項 中 「 所 在 す る プ ラ ザ 」 の 次 に 「 （ 横 浜 市 都 田 地 域 ケ ア プ ラ ザ を

除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

横浜市都田地域ケアプラザ及び横  

浜市都田地区センター指定管理者  

選定委員会           

 横浜市都田地域ケアプラザ及び横浜市都田地区セ 

ンターの指定管理者の候補者の選定等についての調 

査審議に関する事務               

  別 表 第 ５ 横 浜 市 栄 区 地 域 ケ ア プ ラ ザ 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 の 項

中 「 所 在 す る プ ラ ザ 」 の 次 に 「 （ 横 浜 市 本 郷 台 駅 前 地 域 ケ ア プ ラ

ザ を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ  

及び横浜市本郷地区センター指定  

管理者選定委員会        

 横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ及び横浜市本郷 

地区センターの指定管理者の候補者の選定等につい 

ての調査審議に関する事務            

  別 表 第 ６ 中 「 （ 横 浜 市 新 山 下 地 域 ケ ア プ ラ ザ 及 び 横 浜 市 二 ツ 橋

地 域 ケ ア プ ラ ザ を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 １ 条 中 横 浜 市

地 区 セ ン タ ー 条 例 別 表 第 １ の １ の 表 、 別 表 第 ２ の ２ 及 び 別 表 第 ４

会 議 室 の 項 の 改 正 規 定 並 び に 第 ２ 条 中 横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例

別 表 第 １ 、 別 表 第 ３ 及 び 別 表 第 ４ の 改 正 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 規 定 に

基 づ く 横 浜 市 都 田 地 区 セ ン タ ー を 供 用 す る た め に 必 要 な 行 為 及 び

横 浜 市 本 郷 地 区 セ ン タ ー に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 等 に 関 し 必 要 な

行 為 は 、 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 前 に お い て も 行

う こ と が で き る 。  

３  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例 の 規 定

に 基 づ く 横 浜 市 都 田 地 域 ケ ア プ ラ ザ 及 び 横 浜 市 本 郷 台 駅 前 地 域 ケ

ア プ ラ ザ を 供 用 す る た め に 必 要 な 行 為 は 、 附 則 第 １ 項 た だ し 書 に

規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  




